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（４）アンケートデータ 

ア 事前アンケート 

 

 



 126

 



 127

 



 128

 



 129

 イ 事後アンケート
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（５）民間の協議組織 規約 

 

 

上士幌町交流と居住を促進する会 規約 

 

 

 

（名称） 

第１条 本会は、上士幌町交流と居住を促進する会（以下、「促進する会」とい

う。）と称する。 

（目的） 

第２条 促進する会は、都市と上士幌町との交流を促進し、本町への滞在及び居

住による地域活性化を図ることを目的とする。 

（事業） 

第３条 促進する会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項につ

いて調査・検討を行うとともに、上士幌町及び関係団体へ提言する。 

（１）上士幌町における短期・長期滞在、二地域居住、移住・定住等の促進に関

する町民意識の醸成と、首都圏等への魅力発信に関すること。 

（２）上士幌町における民間サポート組織や生活体験、定住等のための住居等受

入れ基盤の整備に関すること。 

（３）その他、目的達成のために必要な取り組みに関すること。 

（組織） 

第４条 促進する会は、設立の目的に賛同する団体及び個人を持って組織する。 

２ 促進する会は、必要と認めた者に対し、会議での議決をもって関係者の参加

を求 

めることができる。 

（役員） 

第５条 促進する会に、次の役員を置く。 

（１）会 長  １名 

（２）副会長  １名 

（３）会計監査 １名 

２ 役員は、会員の互選により選任する。 

３ 役員の任期は、促進する会が解散するまでとする。 

（役員の職務） 

第６条 会長は、促進する会を代表し、会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。 

（会議） 



 140

第７条 促進する会の会議は、会長が招集し、開催する。 

２ 会議は、規約の改廃、役員の選任、収支決算及び予算その他会議の運営上重

要な事項を協議決定する。 

（会長の専決） 

第８条 会長は、会議を招集するいとまがないとき、又は軽易な事項については、

これを専決処分することができる。 

２ 会長は、前項の規定により専決処分したときは、これを会議に報告するもの

とする。 

（庶務） 

第９条 促進する会の庶務は、上士幌町企画課で行うものとする。 

 

（委任） 

第 10 条 この規約に定めるもののほか、促進する会の運営に関し必要な事項は、

会長が別に定める。 

 

（会計） 

第 11 条 促進する会の運営並びに事業の実施に必要な経費は、補助金、負担金

及びその他の収入をもって充てる。 

２ 促進する会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

 附 則  この規約は，平成１９年３月１０日から施行する。 

 

 

 


